
(平成２３年９月１４日公表) 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」におけ 

る健全化判断比率及び資金不足比率の公表について 

 

                                      山形県金山町 

Ⅰ．監査委員の審査及び議会への報告について 

各指標の算定につきましては、総務省から示された平成２２年度算定方法及び算定

様式に基づき比率を算出し、算定の基礎事項を記載した書類について監査委員から審

査していただき、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成１９年６月２２日

法律第９４号)第３条第１項により、監査委員の意見を付して９月８日に議会へ報告

いたしました。 

 

Ⅱ．平成２２年度決算における健全化比率、資金不足比率について 

健全化判断比率【( )は早期健全化基準比率】 

 ①実質赤字比率    実質赤字なし  (１５．０%) 

②連結実質赤字比率  実質赤字なし  (２０．０%) 

 ③実質公債費比率      １６．８%    (２５．０%) 前年度対比△ ２．９% 

④将来負担比率       ７２．９%  (３５０．０%)  前年度対比△３１．２% 

 

資金不足比率【早期健全化基準比率 20%】 

  ①水道事業会計             資金不足なし 

  ②公共下水道事業特別会計        資金不足なし 

③農業集落排水事業特別会計      資金不足なし 

 

Ⅲ．監査委員の意見 

１．審査の根拠 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成１９年６月２２日法律第９

４号)第３条第１項により、次のとおり意見を提出する。 

 

２．審査の概要 

健全化判断比率の審査は、７月２６日に提出された平成２２年度健全化判

断比率、資金不足比率算定の基礎事項を記載した書類が適正であるかを主眼

として実施した。 

 

３．審査の結果 

平成２２年度健全化判断比率及び資金不足比率の算定については、「地方公

共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断比率を算定するた

めの様式に関する記載要領に基づき審査したところ、適切に漏れなく算定さ



れていると認められる。 

 

４．個別意見 

(１)健全化判断比率について 

実質赤字比率、連結実質赤字比率については、企業会計を除く対象とな

る全ての会計で黒字決算のため「実質赤字なし」となっている。 

実質公債費比率及び将来負担比率については、前年度より大幅に改善さ

れている。特に実質公債費比率は１８%を切り、平成２３年度より起債許可

団体から協議団体となる。 

算定内容を分析した結果、実質公債費比率及び将来負担比率が改善した

要因は次のとおりである。 

 

【実質公債費比率改善要因】 

① 平成１６年度以降起債の抑制や、平成１９年度から２１年度まで政府

資金等の高利率借入起債の補償金免除繰上償還を行ったことから公債

費が年々減少している。また、一般会計の起債残高のうち臨時財政対

策債の占める割合が４８．１%となり交付税算入率が高まっている。 

② 病院に係る起債償還が減少したため、公営企業に要する経費の財源と

する地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金が２１百万円ほ

ど少なくなった。なお、病院建設に係る起債の償還は平成２２年度で

終了することから平成２３年度決算でも減少するものと見込まれる。 

③ 新たな債務負担行為を設定していないため、公債費に準ずる債務負担

行為による支出額が減少している。 

④ 最上広域市町村圏事務組合の起債のうち交流センター分が終了したこ

とから地方債に充てたと認められる分担金が減少している。 

⑤ 普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額の増額により分母となる標

準財政規模が大きくなった。 

 

【将来負担比率改善要因】 

① 起債の抑制、補償金免除繰上償還を実施したことから全ての会計で起

債残高が減少している。 

② 公営企業会計の起債残高の減少により公営企業債等繰入見込額が減少

している。 

③ 最上広域市町村圏事務組合の起債のうち交流センター分が終了したこ

とや、平成２０年度から消防施設整備にかかる分担金については各市

町村で起債しているため組合の起債残高が減少した。 

④ 集中改革プランを上回るペースで職員数の削減、２００５年人事院勧

告による給与構造の見直し、２００９年人事院勧告に基づき給料の引

下げが行われたことから人件費が抑制され退職手当負担見込額が年々



減少している。 

⑤ 平成２２年度は、財政運営基金からの繰入をしなかったことや基金へ

の積立をしたことから基金残高が大幅に増加した。 

⑥ 普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額の増額により分母となる標

準財政規模が大きくなった。 

 

 (２)資金不足比率について 

適用となる公営企業は、上水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業

集落排水事業)の３事業であるが、全ての会計で平成２２年度決算は黒字決

算であり累積赤字もないことから「資金不足なし」となっている。 

  

   実質公債費比率については、平成１８年度に策定した「公債費負担適正

化計画」より２年速く健全化の目安である１８%以下となり起債協議団体に

移行する。 

将来負担比率は、町の借金である全会計の起債残高が平成１４年度のピ

ーク時より２４億７千万円減少していることに加え、充当可能基金(貯金)

が３３４,１６８千円増加したことが大きな改善要因である。また、経常収

支比率も前年度より６．３%改善され７８．７%となり財政の弾力性が向上

していることから財政の健全度は高まっている。 

しかしながら、今後、震災による税収の低下などから地方交付税は減額

するものと予測され、分母が減少し比率を押し上げることが懸念されるた

め、引き続き公債費負担の適正化、行政コストの軽減、特別会計の経営健

全化など将来負担を見据えた予算の編成と執行を図り、町民から理解と共

感を得られる財政運営を望むものである。 


